
Sanren Topics No.3
令和７ (２０２５)年度における科研費等の制度改正事項について

１．安全保障貿易管理の要件化について

２．研究データの管理・利活用について

令和７年度に助成を受ける研究課題（新規・継続）から交付申請・支払請求時に、

令和６年度から原則全種目において、
➢ 研究開始にあたり、研究代表者はDMP（データマネジメントプラン）の作成が求められてい
ます。（交付申請時に提出は不要）

➢ 実績報告書・実施状況報告書において、科研費により生み出され、公開している論文の根拠
データに関する情報（メタデータ等）の報告が求められます。

➢ ＤＭＰ様式例・記入例
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/10_datamanagement/index.html

⚫ 研究代表者・分担者は、交付申請・支払請求時に、科研費電子申請システムで
「リスト規制対象貨物の輸出又は技術提供の予定の有無」を選択して、
「あり」の場合は「安全保障貿易情報」を登録してください。

研究者

３．論文のオープンアクセス（OA）化について

令和７（２０２５）年４月以降に新たに行う公募から、学術論文及び根拠データの学術雑誌掲
載後、即時に機関リポジトリ等の情報基盤（分野別リポジトリ、電子ジャーナル等を含む）へ
掲載することが義務付けられます。

⚫ 研究代表者はDMPを作成し研究データを適切に管理してください。
⚫ 研究代表者は、公開した研究データがある場合、実績報告書・実施状況報告書に
おいてそのメタデータ情報を報告してください。

⚫ 科研費の実績報告書・実施状況報告書において、学術論文及び根拠データの学術
雑誌への掲載後の即時オープンアクセスの実施有無を報告してください。

研究者

※「学術雑誌への掲載」とは、学術論文が電子版として学術雑誌に掲載されることを意味する。
※「即時」とは、掲載後の公開禁止期間（エンバーゴ）が無いことを意味する。

※岐阜大学では研究データの公開を目的とした独自の機関リポジトリは未整備のため、ここ
では大学の機関リポジトリではなく、電子ジャーナルや専門分野ごとのリポジトリ、または
誰でも利用できる汎用リポジトリに公開された論文のデータを対象としています。

➢ 研究代表者及び分担者は「安全保障貿易管理情報」（外為法の輸出規制にあたる貨物・技術
の提供が予定されているか否か）の登録が必須になります。

Continued on next page

※岐阜大学の機関リポジトリへの掲載につきましては、図書館までお問い合わせください。

※岐阜大学では安全保障貿易管理体制を整備しており、e-Rad上で機関登録されています。

研究者
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５．参考情報

⚫ 令和７年度における科研費制度改正事項について
https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_g_2834/r7shiryou02_rev2.pdf

⚫ 令和７年度における科研費制度改正事項FAQ
https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_g_2834/2025_seido_faq.pdf

⚫ 安全保障貿易管理ハンドブック（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf

⚫ 科研費における研究データの管理・利活用について
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/10_datamanagement/index.html

⚫ 「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての
具体的方策に係る説明会について
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20240814.html

⚫ 「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」の実施にあたっての
具体的方策
https://www8.cao.go.jp/cstp/openscience/r6_0221/hosaku.pdf

⚫ 執行上の留意点等について（５頁以降、分担金の直接送金について）
https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_g_2834/r7shiryou03.pdf

即時オープンアクセスの対象となる競争的資金制度

ご不明な点がありましたら、以下担当までお問い合わせください。
研究推進部研究資金支援課研究資金第三係   ksi-sikn3@t.gifu-u.ac.jp

４．分担金の直接送金について

令和７年度以降の交付申請書・支払請求書記載の分担金は、JSPSから分担者所属機関に直接送
金されます。（これまでは、研究代表者の所属機関から送金を実施）

研究代表者

研究分担者

⚫ 研究代表者は、交付申請書（支払請求書）提出時に、研究代表者・分担者の所
属機関及び配分額（費目別内訳含む）を正確に入力してください。

⚫ 研究分担者は、研究代表者と所属機関及び配分額について事前に調整してくだ
さい。

https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_g_2834/r7shiryou02_rev2.pdf
https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_g_2834/2025_seido_faq.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/10_datamanagement/index.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20240814.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/openscience/r6_0221/hosaku.pdf
https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_g_2834/r7shiryou03.pdf

	スライド 1: 令和７ (２０２５)年度における科研費等の制度改正事項について
	スライド 2: 令和７ (２０２５)年度における科研費等の制度改正事項について

